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清水港における最近の取組

交通基盤部 港湾局港湾企画課

１ 清水港カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）形成計画の策定 （１）

１

港湾は
日本の総貿易量99.6％が利用する国際物流の拠点
CO2排出量の６割を占める運輸・製造業等の産業が集積

「カーボンニュートラルポート(CNP) 」形成とは
次世代エネルギーの輸入や貯蔵等を可能とする受入環境の整備
脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化、集積する臨海部産業との連携

港湾分野の脱炭素化「CNP」形成
効果・効率的、脱炭素社会へ貢献

港湾の競争力強化

「カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）」形成の目的



１ 清水港カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）形成計画の策定 （２）

クリーンエネルギーでつながる、地域の未来を支える“スマートガーデンポート”
短期目標：2030年度までに 温室効果ガスの削減量 2013年比 47％削減
長期目標：2050年までに 温室効果ガスの排出量 実質ゼロ

• 物流や人流、製造業等の産業が凝縮するコンパクトな港
• 温室効果ガス排出量は、全国の港湾と比較し多くない（約26万㌧:火力発電等なし）
• 県内外に広く供給するLNGの基地（カーボンフリーＬＮＧの検討）
• 港内に脱炭素先行地域が２エリア（太陽光発電設備等の導入）
• 数年後に港内で、水素製造、貯蔵及び供給が始まる（クリーンエネルギーの拠点化）

技術革新を踏まえ
• 貨物取扱拠点の集約に伴う効率化等により、省エネ化を促進
• 物流車両及び船舶等のＥＶ化、ＦＣ化
• コンテナターミナル等のクリーンエネルギーを活用した物流ネットワークの構築
• クリーンエネルギーへの転換と供給手段の確保
• ブルーカーボン生態系の育成、保全、拡大
• 環境性能に優れた入港船舶への優遇措置の拡大

◆ 2022年度（現在）： クリーンエネルギーの拠点化に向け、既に踏み出している

◆ 2030年度（中期）： 更なるCNPの実現に向け、官民一体で新しい取組を推進

◆ 2050年（長期）：CNP形成の早期実現
➡ 産業・港湾の競争力強化と脱炭素社会の実現に貢献 ２

清水港における計画の概要

参考 ： 清水港カーボンニュートラルポート（CNP）形成イメージ図 （2050年）（令和５年３月 静岡県交通基盤部港湾局）

●利用拠点（コンテナターミナル）

・RTG、フォークリフトの
電動化、FC化
・CO2フリー電力の活用
・タンクローリーの導入
・クリーンエネルギーの活用
・荷役作業効率化 等

水素・燃料アンモニア等の
調達

e-メタン（合成メタン）の調達

●船舶の脱炭素化

・陸電施設の活用
・EV船、水素船燃料等の活
用
・燃料供給施設の整備等
●車両の脱炭素化

・低環境負荷型車両の導入
・トレーラーのFCV化 等

【全地区共通】

●港湾工事の脱炭素化

・建設機械の電動化・FC化
・材料運搬車両のFCV化
・CO₂吸収ｺﾝｸﾘｰﾄの利用 等

●インセンティブ制度導入

・荷役機械、タンクローリーの
導入支援補助
・陸上電力供給設備、燃料供
給
施設の整備支援補助
・グリーンアウォード
・ESIプログラム 等

【ソフト施策】

水素輸送（ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲ
ﾝ）

製造・貯蔵・供給拠点

利用拠点

【凡例】

既存ｶﾞｽﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ輸送

※点線矢印は、不確定要素の多い計
画

※点線箇所は、不確定要素の多い計
画

脱炭素先行地域

干潟・藻場

江尻地区

富士見地区

塚間地区

貝島地区

三保地区

新興津・興津地区

袖師地区

折戸地区

JR清水駅

次世代エネルギー
製造、貯蔵、供給拠点

e
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タ
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水
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●ブルーカーボン生態系
によるCO2の吸収

・干潟・藻場の整備による環境再生

●利用拠点（工場）

コンテナ機能
の移転・集約

●利用拠点（工場）

・太陽光発電施設の導入
・e-メタン（合成メタン）及び
カーボンニュートラルLNGの活用

等

●脱炭素先行地域

・太陽光発電施設の設置
・EMSの構築 等

・水素・アンモニア燃焼
ボイラーの導入
・再エネ設備の導入
・フォークリフトの電動化 等

・次世代型エネルギー供給
プラットフォームの構築
・e-メタン（合成メタン）の製造 等

●脱炭素先行地域

・陸上電力供給設備の活用
・マイクログリッドの構築
・太陽光発電施設の設置 等●利用拠点（倉庫）

・フォークリフトの電動化・FC化
・太陽光発電施設の導入

日の出地区

●次世代エネルギー受入拠点

３



防潮堤背後地

海浜地･防潮堤

防潮堤背後地

三保内浜（海浜地・防潮堤）

業務対象エリア

２ 三保内浜エリアマネジメントの取組

○三保内浜海岸は、「三保松原」を背後に持つ、風光明媚で自然豊かな天然の海浜地
○穏やかな海面により、一年を通じてマリンスポーツが楽しめる
○都市に近接しているほか、陸上交通に加え水上バスによる発着も可能で、交通アクセスが良好
○海浜地とその周辺エリアの管理運営を民間事業者に委ね、より質の高いサービスを利用者に提供するこ
と（エリアマネジメント）により、住む人も訪れる人も愛着と魅力を感じる水辺空間を目指す

現状と課題

○個々の施設に対し、短期間かつ必要最小限の面積
での占用許可
• 三保内浜が持つポテンシャル（場の力）が生か
されていない

• 利用者に質の高いサービスが提供されていない

課題に対する取組と効果

○海浜地とその周辺のエリアを、中期的かつ一体的に占用許可

統一感ある美しい海浜地を形成し利用者に
より質の高いサービスを提供

契約手法 占用許可

期 間 R5.4.1～R10.3.31（５年間）
※１回のみ更新可（最大10年間）

範 囲 海浜地一体、防潮堤背後地一部

事業者
(公募で
選定)

「三保内浜コンソーシアム」
【構成員】
(一社)清水ﾏﾘﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾋﾞｰﾁｽﾎﾟｰﾂ振興協会
(株)gosea’s（代表取締役 合志明倫）
(有)nac.

その他 収益行為を含む自主事業実施可
収益を

維持管理費
に充当

管理運営手法 民間事業者による主な取組内容
管理：日常パトロール、定期清掃、清掃イベント、施設点検及

び小規模修繕、占用調整 等
運営：マリンスポーツ・ビーチスポーツの誘致・活動、その他

イベントの企画・運営・誘致、広報活動 等
防災：防災訓練、緊急時マニュアルの作成 等

４

（事業者の一部紹介）三保内浜エリアマネジメント

2019年3月25日 講演会
『海洋スポーツから清水港振興を考える』

東海大学海洋学部講師
プロウィンドサーファー（北京五輪代表候補）

合志 明倫

【講演当日の資料の一部】
が参加しました。

５


